
R7.4.1

時期 分類 質問 回答

1
申請に当たっては、どのような書類が必要ですか。 県ウェブページに掲載している「申請書チェックリスト」をご確認ください。

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/kengaku-r7.html

2

経費の算出に当たっては、必ず２者以上の相見積もりが必要ですか。 ２社以上の見積書の添付が必要です。

ただし、製品の取扱いが１者に限定される場合など、やむを得ない理由がある場合は、例

外的に認める場合があります。この場合、申請時に理由書（様式任意）の提出が必要とな

ります。

3
申請書別紙２（様式第１号）及び別紙８（見積書整理表）における「その他の経費」とは

どのようなものが該当しますか。

具体的には、運搬費などを想定していますが、設備費、工事費、消耗品費、印刷製本費以

外に必要となる経費がある場合は、この欄に記載してください。

4

様式第１号にある、４ 関係書類の中で求めている、（１２）その他知事が必要と認める

資料（キ 直近１年間の見学等受入状況がわかる書類）について、見学事例の個人、団体

の記載方法について教えてください。

学校や町内会、企業、団体等の見学受け入れの実績がある場合、「見学日」「見学人数」

「団体名」についてまとめ、添付してください（個人の場合は「見学日」と「見学人数」

のみで構いません）。

社内で決まった様式が無い場合は、県ウェブページに掲載している参考様式をご活用くだ

さい。

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/kengaku-r7.html

5

先着順で採択されるとのことですが、電子申請、メール申請、郵送・持参（紙）それぞれ

の受付順はどうなりますか。

電子申請の場合はシステム上の受付時間、メールは受信時とし、郵送の場合は受領日（到

着日）の午後５時１５分、直接持参する場合は書類を受理した時点として扱います。な

お、いずれの場合も、書類の不足や内容の不備があった際は、補正されたものを受理した

時点となります。

6
本社が県外にある場合は、補助事業の対象外ですか。 補助対象設備を導入する事業所が県内にある場合は、対象となります。

事業所の定義は「日本標準産業分類の一般原則」から確認してください。

ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/main_content/000286955.pdf
7 大企業も申請可能ですか。 申請可能です。

8 同一年度に宮城県の他の補助金の交付を受けている場合、申請することは可能ですか。 補助対象となる設備や経費が重複していなければ、本補助金の申請は可能です。

9 国や市町村が実施する補助金との併用は可能ですか。 補助対象となる設備や経費が重複していなければ、本補助金の申請は可能です。

10
過去に本補助金に採択された事業者は申請可能ですか。 申請は可能です。

ただし、本補助金の未採択企業を優先して採択しますので、予算の執行状況によっては採

択されないことがあります。

11
本補助金を利用した場合、今後はあらゆる個人、団体の見学受入が義務となりますか？ 見学者の受入れ体制が整備され次第、ウェブページなどで見学の受入れを募集する様にし

てください。特別の理由がなく見学者募集を実施しない場合、本補助金の交付の趣旨に反

することから、交付決定を取り消す場合がありますので、ご留意ください。

12
申請するに当たり、見学者の受入回数等の実績は求められますか。

実績が無いと申請ができないのでしょうか。

過去に見学受入の実績が無い場合も申請可能です。

なお、実績が無い場合も「直近１年間の見学受入状況がわかる書類」の提出（実績なしの

旨を記載）は必要となります。

産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金　Ｑ＆Ａ

申請方法

申請時

申請要件
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産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金　Ｑ＆Ａ

13 交付決定前に契約・発注・着工している事業は、補助の対象となりますか。 補助対象外となります。（交付要綱第１０条）

14
補助金の採択前に、補助対象設備を発注しても良いですか。 補助対象経費に関する契約行為（発注含む）は、補助金の交付決定後となります。

交付決定前に発注した場合、補助対象外となりますので、ご注意ください。

15 リースによる設備の導入は、補助の対象となりますか。 補助対象外です。（交付要綱別表２）

16

補助対象外となる経費（補助事業以外の用途に使用できる設備等を整備する事業）とはど

のようなものですか。

交付要綱別表２に記載している「土地、車両の取得や建屋の建築」を想定しています。そ

の他、スポットクーラーや小型の暖房機器についても補助対象外です。また、配線・配管

工事等を行う場合、施設全体で使用される大元の工事や配管資材については対象外とし、

補助対象設備を稼働させるために必要となる末端の配線工事や資それに付帯する資材は補

助対象となります。

17
研修室の整備や会議室の改修工事はどのようなものを想定していますか。 見学用の会議室を新たに設置するための内装改修、見学用の導線を確保するための内装改

修、天井吊り下げ式プロジェクター設置等の固定式設備の設置設置工事等を想定していま

す。なお、社員のみが使用する居室（事務室等）の改装工事は対象外です。

18
見学者用の会議室を整備する際、エアコンの設置は対象となりますか。 従来エアコンが設置されていなかった会議室や倉庫を見学者用の会議室に改修するため、

エアコンを新設する場合は対象となります。既存エアコンの入替は、対象外です。

19
案内用に、動画を製作して会議室で視聴してもらうことを考えている。そのためにモニ

ターを導入したいのですが、モニターの購入費は補助の補助対象となりますか。

見学者用への説明に必要なモニターの購入費は、補助対象となります。

20
環境整備事業に該当する施設模型・展示物とはどのようなものですか。 １件当たりの取得価格又は効用の増加額が５０万円以上のものを想定しています。５０万

円未満のものは、理解促進事業の対象となります。

21
施設見学時の動画を製作予定です。

製作した動画をリクルート活動や顧客への会社紹介にも活用したいのですが可能ですか。

施設見学用に制作した動画を、二次的にリクルート活動等に活用することは差し支えあり

ません。

22
当社は、産業廃棄物の「中間処理業」と「収集運搬業」の許可を受けています。

収集運搬車両に社内キャラクターを表示し、廃棄物の分別や企業をアピールしたいと考え

ています。このような経費は認められますか。

補助対象外です。同様に、施設の壁面等に会社名を掲示するのみの場合も対象外となりま

す。

23 その他 交付決定は先着順になっていますが、何件程度採択する予定なのか。 令和７年度は、３件程度の採択を見込んでいます。

24 変更
申請時よりも早めに事業が完了する見込みですが、変更承認申請は必要ですか。 早めに完了する場合は、変更承認申請は不要です。

一方、遅延する場合は、変更承認申請書の提出が必要です。

25 実績報告
変更の承認があった場合に、実績報告書の指令番号はどのように記入すれば良いですか。 次のように記入してください。

「令和○○年○○月○○日付け宮城県（循社）指令第○○号で交付決定があり、令和○○

年○○月○○日付け宮城県（循社）指令第○○号で変更承認のありました・・・」

交付決定後

補助対象
申請時
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